
福島の宝～訪れたい風景～

那須高原に源を発する阿武隈川唯一の滝で、水が乙字の
形をして流れ落ちることからこの名がつきました。水かさ
が増すと100mの川幅いっぱいに落下する様子が雄大な眺
めで、小ナイヤガラの滝とも言われています。元禄２年に
は松尾芭蕉がここを訪れ、「五月雨の滝降りうづむ水かさ
哉」と詠みました。滝見不動尊の傍らに芭蕉の句碑が立っ
ています。国道にも近く、駐車場からもすぐそばですので、
ぱっと立ち寄るのに向いています。

お問い合わせ／須賀川市観光交流課　TEL : 0248-88-9144
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様式変更に伴う変更点について

随時改定と月額変更届

◆算定基礎届の様式と記載例◆算定基礎届の様式と記載例

◆70歳以上被用者等の
　　　  算定基礎届の記載例
◆70歳以上被用者等の
　　　  算定基礎届の記載例

●「総括表」、「算定基礎届」ともに様式が変
更になりました。

●これまでは、70才以上の被用者について、
「算定基礎届」と「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎届」をそれぞれ届出いただ
きましたが、届出用紙が統合され、１枚
で手続きできるようになりました。

●70歳以上の被用者については、マイナ
ンバーの記入が必要になります。

⑰個人番号(基礎年金番号)：70歳以上被用
者の方のみ、本人確認を行ったうえ記入
してください。基礎年金番号を記入する
場合は、左詰めでご記入ください。

⑱「1. 70歳以上被用者算定」に○を囲んで
ください。なお、算定期間中に70歳に
到達する等により、健康保険と厚生年金
の算定基礎月が異なる場合のみ、記入し
てください。

　被保険者の方の報酬が昇（降）給など固定的賃金の変動により大幅に変わったときは、次回の定時決定を待たずに、標準報酬月額が
改定されます。これを「随時改定」といい、事業主の方から「月額変更届」の提出が必要となります。
　また、随時改定は定時決定に優先し、7月・8月・9月に随時改定に該当する場合は、その標準報酬月額が翌年８月まで適用されます。

随時改定とは？

月額変更届の届出が必要になる場合は？ 随時改定による標準報酬月額の改定時期は？

　次の①～③すべてに該当するときは、随時改定に該当するた
め月額変更届の提出が必要となります。

①昇給・降給などで「固定的賃金（※1）」に変動があること
②固定的賃金変動月以後３ヶ月間に支払われた報酬（残業手当

などの非固定的賃金（※2）も含む）の平均額に対応する標準報
酬月額と、従来の標準報酬月額との間に２等級以上の差が
あること。

③固定的賃金変動月以後３ヶ月間に支払われた報酬の支払基礎日数
がいずれも17日以上あること。（特定適用事業所に勤務する短
時間労働者は11日以上）

※1 「固定的賃金」の例

※2 「非固定的賃金」の例

　固定的賃金変動月から４ヶ月目に標準報酬月額が改定されます。

給与が末日締め当月末日払いの事業所において、
４月から昇給があった場合

給与が末日締め翌月払いの事業所において、
４月から昇給があった場合

標準報酬
月額

給 与
24万円　24万円　24万円　24万円　28万円

24万円　28万円　28万円　28万円　28万円
３月　　 ４月　　 ５月　　 ６月　　 ７月

昇給月 改定月

標準報酬
月額

給 与
24万円　24万円　24万円　24万円　28万円

24万円　28万円　28万円　28万円　28万円
４月　　 ５月　　 ６月　　 ７月　　 ８月

昇給後の給与
を受けた月昇給月 改定月

例１

例２

月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、
通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率等

残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、
精勤手当等

月額変更
届の提出
方法は？

　固定的賃金変動月以後３ヶ月間の報酬が支払われ、随時改定
に該当する場合は速やかに月額変更届を提出してください。添
付書類は原則不要ですが、改定月の初日から起算して60日以
上経過した後に届出する場合や、標準報酬月額が５等級以上引
き下がる場合には、賃金台帳の写し、出勤簿の写しが必要とな
ります（役員の方の場合は取締役会の議事録等も必要です）。
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2018年5・6月号社会保険 ３

日 本 年 金 機 構 福 島 県 内 各 年 金 事 務 所 からの お 知らせ

○算定基礎届は、7月10日（火）までに提出してください。
○仙台広域事務センターへの、郵送による提出にご協力をお願いします。
○算定基礎届の用紙は事前にお送りいたします。

○県内７か所の会場で算定基礎届等事務講習会を開催します。

4月・5月・6月の報酬
　算定基礎届に記入する報酬は、４月・５月・
６月の各月に支払われた報酬月額です。
　たとえば、３月１日から３月31日までの給料
を４月に支払うなど、給料の支払いが翌月になる
場合は、その事業所の給料は３月分であったと
しても、翌４月に受けた報酬として取扱います。

　支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいいます。
　日給制の場合は、出勤（稼働）日数が支払基礎日数となります。月給制の場合
は、出勤日数に関係なく、給料計算期間の暦日数が支払基礎日数となります。
　対象となる４月・5 月・６月の３か月は、いずれも 17 日以上であることが
必要とされていますので、17日未満の月があれば、その月は、報酬月額算定
の対象から除外して平均額をだします。

　算定基礎届の届出対象となる方は、
７月１日現在の被保険者全員です。（報
酬の変わらない方も全員対象です）
　ただし、その年の６月１日以降に被
保険者となった方は、資格取得時の標
準報酬月額が翌年の８月まで有効であ
るため対象から除かれます。

定時決定とは？定時決定とは？ 算定基礎届の対象となる方は？算定基礎届の対象となる方は？

　健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬（賃金等）と標
準報酬月額との間に大きな差が生じないように、４月・５月・６月に
支払われた報酬を事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただ
き、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき毎年１回標準報酬月額を
決定します。これを「定時決定」といいます。
　「定時決定」により定められた標準報酬月額は、原則その年の９月
から翌年８月までの各月に適用され、納めていただく保険料の計算
や将来受け取る年金額の計算の基礎となります。

支払基礎日数17日以上

　短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員等の名称を問わず、一般の従業員より短時間の労働条
件で勤務する人をいいます。
　４月・５月・６月の３か月のいずれの月も支払基礎日数が 17 日以上ある場合
　３か月の報酬総額の平均を報酬月額として決定します。
　４月・５月・６月の 3 か月間のうち支払基礎日数がいずれも 17 日未満の場合
　３か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均額を報酬月額として決定します。

短時間就労者（パートタイマー等）の標準報酬月額の決定

　特定適用事業所に勤務する短時間労働者については、４月・５月・６月のいずれも支払基礎日数が11日以上の月の平
均額をだして決定します。
1. 週の所定労働時間が 20 時間以上あること　　2. 雇用期間が１年以上見込まれること
3. 賃金月額が 8.8 万円以上であること　　　　　4. 学生でないこと
5. 常時 501 人以上の事業所（特定適用事業所）または国、地方公共団体に勤めていること
　　　　　　平成29年４月からは、500人以下の企業においても、上記１から４の条件を満たした場合は、労使の合意に基づき任意で
　　　　　　短時間労働者の適用拡大が可能となりました。

特定適用事業所に勤務する短時間労働者の標準報酬月額の決定

標準報酬月額の決定方法

※短時間労働者とは、一般の従業員の所定労働時間および所定労働日数が４分の３未満で、下記の５要件をすべて満たす方が該当になります。

算定基礎届の提出時期になりました

平成30年3月5日から使用していただく様式が変更となりました。70歳
以上被用者算定基礎届と統合され、70歳被用者のための個人番号（マイ
ナンバー）欄等が追加されています。

※社会保険労務士へ事務を委託し、かつ用紙の送付先として同意書を提出した事業所様の分については、
　直接社会保険労務士へ送付いたします。

※開催のお知らせ・申込書は、4月発送の保険料納入通知書に同封のチラシ
　及び「社会保険ふくしま」3・4月号に掲載されております。

２ 2018年5・6月号社会保険



様式変更に伴う変更点について

随時改定と月額変更届

◆算定基礎届の様式と記載例◆算定基礎届の様式と記載例

◆70歳以上被用者等の
　　　  算定基礎届の記載例
◆70歳以上被用者等の
　　　  算定基礎届の記載例

●「総括表」、「算定基礎届」ともに様式が変
更になりました。

●これまでは、70才以上の被用者について、
「算定基礎届」と「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎届」をそれぞれ届出いただ
きましたが、届出用紙が統合され、１枚
で手続きできるようになりました。

●70歳以上の被用者については、マイナ
ンバーの記入が必要になります。

⑰個人番号(基礎年金番号)：70歳以上被用
者の方のみ、本人確認を行ったうえ記入
してください。基礎年金番号を記入する
場合は、左詰めでご記入ください。

⑱「1. 70歳以上被用者算定」に○を囲んで
ください。なお、算定期間中に70歳に
到達する等により、健康保険と厚生年金
の算定基礎月が異なる場合のみ、記入し
てください。

　被保険者の方の報酬が昇（降）給など固定的賃金の変動により大幅に変わったときは、次回の定時決定を待たずに、標準報酬月額が
改定されます。これを「随時改定」といい、事業主の方から「月額変更届」の提出が必要となります。
　また、随時改定は定時決定に優先し、7月・8月・9月に随時改定に該当する場合は、その標準報酬月額が翌年８月まで適用されます。

随時改定とは？

月額変更届の届出が必要になる場合は？ 随時改定による標準報酬月額の改定時期は？

　次の①～③すべてに該当するときは、随時改定に該当するた
め月額変更届の提出が必要となります。

①昇給・降給などで「固定的賃金（※1）」に変動があること
②固定的賃金変動月以後３ヶ月間に支払われた報酬（残業手当

などの非固定的賃金（※2）も含む）の平均額に対応する標準報
酬月額と、従来の標準報酬月額との間に２等級以上の差が
あること。

③固定的賃金変動月以後３ヶ月間に支払われた報酬の支払基礎日数
がいずれも17日以上あること。（特定適用事業所に勤務する短
時間労働者は11日以上）

※1 「固定的賃金」の例

※2 「非固定的賃金」の例

　固定的賃金変動月から４ヶ月目に標準報酬月額が改定されます。

給与が末日締め当月末日払いの事業所において、
４月から昇給があった場合

給与が末日締め翌月払いの事業所において、
４月から昇給があった場合

標準報酬
月額

給 与
24万円　24万円　24万円　24万円　28万円

24万円　28万円　28万円　28万円　28万円
３月　　 ４月　　 ５月　　 ６月　　 ７月

昇給月 改定月

標準報酬
月額

給 与
24万円　24万円　24万円　24万円　28万円

24万円　28万円　28万円　28万円　28万円
４月　　 ５月　　 ６月　　 ７月　　 ８月

昇給後の給与
を受けた月昇給月 改定月

例１

例２

月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、
通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率等

残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、
精勤手当等

月額変更
届の提出
方法は？

　固定的賃金変動月以後３ヶ月間の報酬が支払われ、随時改定
に該当する場合は速やかに月額変更届を提出してください。添
付書類は原則不要ですが、改定月の初日から起算して60日以
上経過した後に届出する場合や、標準報酬月額が５等級以上引
き下がる場合には、賃金台帳の写し、出勤簿の写しが必要とな
ります（役員の方の場合は取締役会の議事録等も必要です）。
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2018年5・6月号社会保険 ３

日 本 年 金 機 構 福 島 県 内 各 年 金 事 務 所 からの お 知らせ

○算定基礎届は、7月10日（火）までに提出してください。
○仙台広域事務センターへの、郵送による提出にご協力をお願いします。
○算定基礎届の用紙は事前にお送りいたします。

○県内７か所の会場で算定基礎届等事務講習会を開催します。

4月・5月・6月の報酬
　算定基礎届に記入する報酬は、４月・５月・
６月の各月に支払われた報酬月額です。
　たとえば、３月１日から３月31日までの給料
を４月に支払うなど、給料の支払いが翌月になる
場合は、その事業所の給料は３月分であったと
しても、翌４月に受けた報酬として取扱います。

　支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいいます。
　日給制の場合は、出勤（稼働）日数が支払基礎日数となります。月給制の場合
は、出勤日数に関係なく、給料計算期間の暦日数が支払基礎日数となります。
　対象となる４月・5 月・６月の３か月は、いずれも 17 日以上であることが
必要とされていますので、17日未満の月があれば、その月は、報酬月額算定
の対象から除外して平均額をだします。

　算定基礎届の届出対象となる方は、
７月１日現在の被保険者全員です。（報
酬の変わらない方も全員対象です）
　ただし、その年の６月１日以降に被
保険者となった方は、資格取得時の標
準報酬月額が翌年の８月まで有効であ
るため対象から除かれます。

定時決定とは？定時決定とは？ 算定基礎届の対象となる方は？算定基礎届の対象となる方は？

　健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬（賃金等）と標
準報酬月額との間に大きな差が生じないように、４月・５月・６月に
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　及び「社会保険ふくしま」3・4月号に掲載されております。

２ 2018年5・6月号社会保険



傷病手当金について傷病手当金について

　被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事に就く
ことができず、給与が受けられないときは、その間の被保険者や家族
の生活を保障するため、健康保険から傷病手当金が支給されます。
※任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガには支給されません。

傷病手当金とは

　資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して１年以上あり、
被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状
態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

資格喪失後の継続給付について

　老齢退職年金(資格喪失後)・障害厚生年金または障害手当金・労災保険の休業
補償給付等が受けられるときは傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合が
あります。

傷病手当金が支給停止（支給調整）される場合

　健康保険傷病手当金支給申請書に医師の証明と事業主の証明を受け、
必要事項を記入の上、協会けんぽへ郵送してください。

申請の方法

　傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の３日(待期)が経過した４日目から最長１年６
か月の間で支給されます。（１年６か月分支給されるのではなく、その範囲内で該当する日についての
み支給されます）

支給される期間

支給される金額（傷病手当金の額）

待期 欠　勤 欠　勤 欠勤出勤

１年６か月
支　給 支　給 不支給

支給
総額

支給
日数2/3支給開始月以前の継続した12か月の

標準報酬月額を平均した額の30分の１＝ × ×

継続した被保険者期間が12か月に満たない場合は

○支給開始月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

○協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均(28万円）
いずれか少ない方を使用し、
支給額を算出します。

お問合せ先　協会けんぽ福島支部　業務グループ　TEL 024-523-3917

2018年5・6月号社会保険 ５

協 会 け ん ぽ 福 島 支 部 からのお知らせ

年金事務所内「協会けんぽ」窓口は
終了いたしました

年金事務所内「協会けんぽ」窓口は
終了いたしました

　平成30年4月27日（金）を持ちまして、平・郡山・会津若松年金事務所内「協会けんぽ出張
窓口」を終了いたしました。
　今後の申請は、協会けんぽ福島支部宛にご郵送いただきますようお願いいたします。

●協会けんぽホームページから申請書をダウンロードできます。
　※ホームページでは申請書を簡単かつ効率的に作成できる「届出・申請書作成支援サービス」が
　　ご利用できます。
●お電話いただければ申請書を郵送します。

申請書の入手方法

こちらから
ダウンロード
できます。

協会けんぽ　ホームページ　トップ上部 ▼

申請書の
郵送先

（お問い合わせ先）

〒960-8546 福島市栄町6-6 NBFユニックスビル8F
協会けんぽ　福島支部　業務グループ
TEL.024-523-3915（任意継続・保険証）
TEL.024-523-3917（健康保険給付金）

４ 2018年5・6月号社会保険
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　３月に開催された第145回理事会並びに第138回評議員会において、平成30年度 事業計画並びに収支予算をご承認いた
だきましたのでご報告申し上げます。
　事業計画の基本方針にありますとおり、年金事務所や協会けんぽ等とともに社会保険制度の円滑な運営に寄与できるよう、
各事業の推進に努めますとともに、事務講習会の開催、「社会保険実務の手引き」等の参考図書配付、「無料入浴券」の配付、
情報紙「社会保険ふくしま」の発行、ハイキングやボウリング大会等の開催、等々をとおして事業所様をサポートできるよう全力
で努めて参ります。
　皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（1） 社会保険制度の事業の円滑な運営に寄与するため、日本年金機構（県内年金事務所）及び全国健康保険協会福島支部、福
島県社会保険委員会連合会（各地区社会保険委員会）と協力連携し、社会保険制度の普及宣伝及び被保険者等の福利増進
の推進を図る。

（2） 公益事業である事務講習会事業・広報事業・社会保険制度の普及事業を重点事業として実施するとともに、会員のための事
業についても前年度を踏襲しながら実施し、利用者や参加者が増えるよう各事業の充実と推進に努める。

（3） 全国社会保険協会連合会や各都道府県社会保険協会と連携し、社会保険協会組織の強化と事業推進に努める。

平成３０年度の事業計画並びに収支予算

社会保険協会だより（1）

平成30年度事業計画

平成30年度収支予算

基本方針

●理事会を5月、12月、3月に開催する。

●評議員会を5月（定時）と3月に開催する。

●各支部（福島・郡山・平・会津若松・相馬・白河の6支部）において、
支部計画に基づいて理事会・評議員会を開催する。

●「社会保険ふくしま」編集委員を各地区1名委嘱するとともに、
編集会議を6月に開催する。

●四者協議（社会保険協会・日本年金機構・協会けんぽ・委員会連合会）を開催する。

●支部事務局長会議を6月に開催する。

●本部と支部との個別協議（ヒアリング）を1月に実施する。

会議

●「社会保険実務の手引き」（平成30年度版）を作成し5月に配付する。

●月刊「社会保険」誌を社会保険委員設置事業所に毎月配付する。

●11月15日に「年金委員・健康保険委員・事業主表彰伝達式」を開催するとともに、
優良事業主に協会長感謝状及び記念品を贈呈する。

●社会保険事務担当者に役立つ参考図書等を購入し配付する。

社会保険制度の普及事業

●無料入浴券を希望する（応募のあった）事業所に配付する。

●全国の各都道府県社会保険協会との統一事業として、
全国のホテル等を優待料金で利用できる施設優待事業

（施設利用会員証交付）を実施する。

福利厚生事業

●リフレッシュ体操・ヨーガ等の実技指導講師を希望する事業所へ無料派遣する。

●健康講話や個別健康相談を実施する保健師を希望する事業所へ無料派遣する。

●握力計・肺活量計等の体力測定器具を希望する事業所へ無料貸出しする。

●DVD（21タイトル）等の健康教材を無料貸出しする。

健康づくり事業 

●支部計画に基づいて、研修会やセミナー等を開催する。

●支部計画に基づいて、健康づくりハイキング・
健康づくりボウリング大会・健康づくりゴルフ大会・
健康づくりソフトボール大会・健康づくり
パークゴルフ大会等を開催する。

支部事業

●東北地方社会保険医療協議会（東北厚生局）・健康ふくしま21推進協議会（福島県）・
福島県地域年金事業運営調整会議（日本年金機構）等の依頼に基づき委員を推薦する。

●事業推進のため関係団体との協力・連携の強化に努める。

●組織強化のため会員の拡大に努める。

　平成29年度事業実施結果並びに収支決算については、5月に開催される第146回理事会並びに第139回定時評議員会で
審議が予定されており、ご承認いただいた内容について「社会保険ふくしま」7・8号でご報告申し上げます。

その他の事業

※事務講習会等の開催案内やハイキング等の参加者募集は、事前に「社会保険ふくしま」
　及び当協会ホームページでお知らせいたします。

●春に「算定基礎届等事務講習会」を7会場で9回開催する。
（「社会保険ふくしま」3月号にお知らせと出席申込書を
掲載しております。）

●秋に「社会保険事務講習会」を14会場で
14回（未定）開催する。

●郡山支部で年金セミナーを9月に4会場で開催する。

事務講習会事業

●「社会保険ふくしま」を隔月（奇数月）に発行（郵送）する。

●ホームページ（http：/www.f-shimakyoukai.or.jp）の
充実とともに広報に努める。

●主な事業内容と健康づくり事業の申込書を掲載した
「事業のご案内」を4月に発行（郵送）する。

●平成30年度事業計画・収支予算を「社会保険ふくしま」5月に、
平成29年度事業実施結果・収支決算を「社会保険ふくしま」
7月に掲載する。

広報事業
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●社会保険事務担当者に役立つ参考図書等を購入し配付する。

社会保険制度の普及事業

●無料入浴券を希望する（応募のあった）事業所に配付する。

●全国の各都道府県社会保険協会との統一事業として、
全国のホテル等を優待料金で利用できる施設優待事業

（施設利用会員証交付）を実施する。

福利厚生事業

●リフレッシュ体操・ヨーガ等の実技指導講師を希望する事業所へ無料派遣する。

●健康講話や個別健康相談を実施する保健師を希望する事業所へ無料派遣する。

●握力計・肺活量計等の体力測定器具を希望する事業所へ無料貸出しする。

●DVD（21タイトル）等の健康教材を無料貸出しする。

健康づくり事業 

●支部計画に基づいて、研修会やセミナー等を開催する。

●支部計画に基づいて、健康づくりハイキング・
健康づくりボウリング大会・健康づくりゴルフ大会・
健康づくりソフトボール大会・健康づくり
パークゴルフ大会等を開催する。

支部事業

●東北地方社会保険医療協議会（東北厚生局）・健康ふくしま21推進協議会（福島県）・
福島県地域年金事業運営調整会議（日本年金機構）等の依頼に基づき委員を推薦する。

●事業推進のため関係団体との協力・連携の強化に努める。

●組織強化のため会員の拡大に努める。

　平成29年度事業実施結果並びに収支決算については、5月に開催される第146回理事会並びに第139回定時評議員会で
審議が予定されており、ご承認いただいた内容について「社会保険ふくしま」7・8号でご報告申し上げます。

その他の事業

※事務講習会等の開催案内やハイキング等の参加者募集は、事前に「社会保険ふくしま」
　及び当協会ホームページでお知らせいたします。

●春に「算定基礎届等事務講習会」を7会場で9回開催する。
（「社会保険ふくしま」3月号にお知らせと出席申込書を
掲載しております。）

●秋に「社会保険事務講習会」を14会場で
14回（未定）開催する。

●郡山支部で年金セミナーを9月に4会場で開催する。

事務講習会事業

●「社会保険ふくしま」を隔月（奇数月）に発行（郵送）する。

●ホームページ（http：/www.f-shimakyoukai.or.jp）の
充実とともに広報に努める。

●主な事業内容と健康づくり事業の申込書を掲載した
「事業のご案内」を4月に発行（郵送）する。

●平成30年度事業計画・収支予算を「社会保険ふくしま」5月に、
平成29年度事業実施結果・収支決算を「社会保険ふくしま」
7月に掲載する。

広報事業

2018年5・6月号社会保険 ７６ 2018年5・6月号社会保険

科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　減
 Ⅰ 正味財産増減の部
　１. 経常増減の部
　　（１） 経常収益 62,952,000 62,594,000 358,000
　　　　（うち会費収入） （60,643,000） （60,274,000） （369,000）
　　（２） 経常費用
　　　　① 事業費 41,178,000 40,357,000 821,000
　　　　② 管理費 21,637,000 22,209,000 △ 572,000

経常費用計 62,815,000 62,566,000 249,000
当期経常増減額 137,000 28,000 109,000

　２. 経常外増減の部
　　（１） 経常外収益 0 0 0
　　（２） 経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 137,000 28,000 109,000

一般正味財産期首残高 64,350,000 64,701,000 △ 351,000
一般正味財産期末残高 64,487,000 64,729,000 △ 242,000

 Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

 Ⅲ 正味財産期末残高 64,487,000 64,729,000 △ 242,000

（単位：円）



Q＆A

Q＆A

月額変更届について

インセンティブ制度について

年 金 事 務 所

協 会 け ん ぽ

A

昇級のみでは２等級差になりませんが、残業手当を含めると、引き続く３か月間の報酬
月額平均で２等級上がります。月額変更届の対象となりますか?

Q

　対象となります。ただし、引き続く３か月に支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時
間労働者は11日)未満の月がある場合は対象とはなりません。
　２等級以上の差を判断するに当たっては、非固定的賃金を含めた報酬月額全体で比較を行うこと
になります。なお、固定的賃金の変動が全くない場合は、報酬月額全体で２等級以上の差となっても、
月額変更届の対象にはなりません。

A

人事異動で遠距離通勤となり、通勤手当が増額になりました。しかし業務が閑散期だっ
たため残業時間が減少し、残業手当が少なくなりました。
　これに伴い通勤手当が変更になった以後３か月間の報酬月額の平均が２等級以上下が
ります。月額変更の対象となりますか?

Q

対象となりません。月額変更は、固定的賃金の増減(原因)と標準報酬
月額の増減(結果)が一致する場合に行います。
　つまり、このケースのように、通勤手当(固定的賃金)の増額という
原因にも関わらず、結果的に残業代(非固定的賃金)が少なかったた
めに標準報酬月額が下がってしまうような場合は、対象となりません。

A

インセンティブ制度について教えてください。Q

　協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」を導入します。

　　
　上記①～⑤の評価指標に基づき47都道府県支部をランキングづけし、ランキングで上位半数と
なった支部については、得点数に応じた報奨金が付与され、保険料率を引き下げられます。
　健診の受診率やジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用割合が上昇すれば、福島支部に加入する
皆さまの保険料負担の軽減につながります。

お問い合わせ先　協会けんぽ福島支部　企画総務グループ　TEL.024-523-3916

①特定健診等の受診率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨を受けた
　要治療者の医療機関受診率
⑤ジェネリック医薬品の使用割合

【評価指標】

2018年5・6月号社会保険 ９

　桜の季節、名所・おだんご・桜をテーマにした音楽、ど
れも春の雰囲気を感じるアイテムですね。私は、音楽が好
きです。季節をテーマにした曲などは、その季節の空気、
匂いが蘇ってくることがあります。ちょっと仕事に疲れたとき
気に入った曲を聴くことで癒され、リフレッシュ出来る事が
あります。性別・年齢はもとより、言葉の壁も取り払ってしま
うのが、音楽だと思います。
　楽器を演奏するので、知人とグループを組んでボランティ
アで幼稚園、復興支援住宅等でのミニコンサートをさせて
頂いています。
　復興支援住宅では、まだコミュニティーが出来ていない
地域が多く、来場される方はお知り合いの方ばかりではあ
りません。そんな中、同じメロディーを口ずさんで一緒に歌

えば、初めは硬い表情だった方も笑顔で帰って行かれます。
次にお顔を合わせたときは、お互いに自然にお話しが弾む
ことでしょう。同じ時間、音楽を通して共有して頂き、心の
栄養にして頂ければと願っています。
　メンタルな部分の重要性が注目されてきている昨今、心
が豊かになる事は、体にも良い影響が証明されています。
音楽はきっと多くの人の心の栄養・おくすりとなってくれると
思います。

大槻　真紀
大槻電気通信株式会社

『音楽は心の栄養・おくすり』

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年7月12日（木）　午後7時スタート
喜多方スターボウル（喜多方市）
管内会員事業所の被保険者
1人1,000円（2ゲーム代、靴代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年6月30日（土）
先着40名（1事業所8名まで）

◆ご照会・お申込みは下記へご連絡願います
　一般財団法人 福島県社会保険協会  TEL.024-525-9311実施要綱・お申込書をお送りします

皆様の参加をお待ちしています 社会保険協会 支部だより

社会保険協会・委員会ボウリング大会会津若松支部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年6月９日（土）　午前9時集合
相馬光陽パークゴルフ場
管内会員事業所の被保険者及び家族
1人1,000円（ゲーム代、昼食代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年5月29日（火）
先着30名（1事業所4名まで）

第22回 親善パークゴルフ大会相 馬 支 部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年7月12日（木）　午後6時30分スタート
鏡石空港ボウル（鏡石町）
管内会員事業所の被保険者
1人1,000円（2ゲーム代、靴代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年7月5日（木）
先着40名（1事業所8名まで）

健康づくりボウリング大会白 河 支 部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年7月18日（水）　午後6時55分スタート
からしまボウル福島（福島市）
管内会員事業所の被保険者及び家族
1人1,000円（2ゲーム代、靴代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年7月４日（水）
先着120名（1事業所8名まで）

健康づくりボウリング大会福 島 支 部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

平成30年7月21日（土）　午前8時35分インよりスタート
※集合時間はスタート30分前までになります

会津磐梯カントリークラブ（会津若松市河東町八田 ☎0242-94-2011）
管内の社会保険協会会員及び社会保険委員会会員
※会員以外で参加希望の方はこの機会にご入会願います

3,000円　プレー費及び食事代等は各自ご負担とします

平成30年７月９日（月）　　　　　　　　　　　先着24名定　　員

会津若松支部 健康づくりゴルフ大会

８ 2018年5・6月号社会保険



Q＆A

Q＆A

月額変更届について

インセンティブ制度について

年 金 事 務 所

協 会 け ん ぽ

A

昇級のみでは２等級差になりませんが、残業手当を含めると、引き続く３か月間の報酬
月額平均で２等級上がります。月額変更届の対象となりますか?

Q

　対象となります。ただし、引き続く３か月に支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時
間労働者は11日)未満の月がある場合は対象とはなりません。
　２等級以上の差を判断するに当たっては、非固定的賃金を含めた報酬月額全体で比較を行うこと
になります。なお、固定的賃金の変動が全くない場合は、報酬月額全体で２等級以上の差となっても、
月額変更届の対象にはなりません。

A

人事異動で遠距離通勤となり、通勤手当が増額になりました。しかし業務が閑散期だっ
たため残業時間が減少し、残業手当が少なくなりました。
　これに伴い通勤手当が変更になった以後３か月間の報酬月額の平均が２等級以上下が
ります。月額変更の対象となりますか?

Q

対象となりません。月額変更は、固定的賃金の増減(原因)と標準報酬
月額の増減(結果)が一致する場合に行います。
　つまり、このケースのように、通勤手当(固定的賃金)の増額という
原因にも関わらず、結果的に残業代(非固定的賃金)が少なかったた
めに標準報酬月額が下がってしまうような場合は、対象となりません。

A

インセンティブ制度について教えてください。Q

　協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」を導入します。

　　
　上記①～⑤の評価指標に基づき47都道府県支部をランキングづけし、ランキングで上位半数と
なった支部については、得点数に応じた報奨金が付与され、保険料率を引き下げられます。
　健診の受診率やジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用割合が上昇すれば、福島支部に加入する
皆さまの保険料負担の軽減につながります。

お問い合わせ先　協会けんぽ福島支部　企画総務グループ　TEL.024-523-3916

①特定健診等の受診率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨を受けた
　要治療者の医療機関受診率
⑤ジェネリック医薬品の使用割合

【評価指標】

2018年5・6月号社会保険 ９

　桜の季節、名所・おだんご・桜をテーマにした音楽、ど
れも春の雰囲気を感じるアイテムですね。私は、音楽が好
きです。季節をテーマにした曲などは、その季節の空気、
匂いが蘇ってくることがあります。ちょっと仕事に疲れたとき
気に入った曲を聴くことで癒され、リフレッシュ出来る事が
あります。性別・年齢はもとより、言葉の壁も取り払ってしま
うのが、音楽だと思います。
　楽器を演奏するので、知人とグループを組んでボランティ
アで幼稚園、復興支援住宅等でのミニコンサートをさせて
頂いています。
　復興支援住宅では、まだコミュニティーが出来ていない
地域が多く、来場される方はお知り合いの方ばかりではあ
りません。そんな中、同じメロディーを口ずさんで一緒に歌

えば、初めは硬い表情だった方も笑顔で帰って行かれます。
次にお顔を合わせたときは、お互いに自然にお話しが弾む
ことでしょう。同じ時間、音楽を通して共有して頂き、心の
栄養にして頂ければと願っています。
　メンタルな部分の重要性が注目されてきている昨今、心
が豊かになる事は、体にも良い影響が証明されています。
音楽はきっと多くの人の心の栄養・おくすりとなってくれると
思います。

大槻　真紀
大槻電気通信株式会社

『音楽は心の栄養・おくすり』

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年7月12日（木）　午後7時スタート
喜多方スターボウル（喜多方市）
管内会員事業所の被保険者
1人1,000円（2ゲーム代、靴代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年6月30日（土）
先着40名（1事業所8名まで）

◆ご照会・お申込みは下記へご連絡願います
　一般財団法人 福島県社会保険協会  TEL.024-525-9311実施要綱・お申込書をお送りします

皆様の参加をお待ちしています 社会保険協会 支部だより

社会保険協会・委員会ボウリング大会会津若松支部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年6月９日（土）　午前9時集合
相馬光陽パークゴルフ場
管内会員事業所の被保険者及び家族
1人1,000円（ゲーム代、昼食代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年5月29日（火）
先着30名（1事業所4名まで）

第22回 親善パークゴルフ大会相 馬 支 部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年7月12日（木）　午後6時30分スタート
鏡石空港ボウル（鏡石町）
管内会員事業所の被保険者
1人1,000円（2ゲーム代、靴代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年7月5日（木）
先着40名（1事業所8名まで）

健康づくりボウリング大会白 河 支 部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

定　　員

平成30年7月18日（水）　午後6時55分スタート
からしまボウル福島（福島市）
管内会員事業所の被保険者及び家族
1人1,000円（2ゲーム代、靴代を含む） ※当日受付時に納入いただきます

平成30年7月４日（水）
先着120名（1事業所8名まで）

健康づくりボウリング大会福 島 支 部

日　　程

場　　所

参加資格

参　加　費

申込締切

平成30年7月21日（土）　午前8時35分インよりスタート
※集合時間はスタート30分前までになります

会津磐梯カントリークラブ（会津若松市河東町八田 ☎0242-94-2011）
管内の社会保険協会会員及び社会保険委員会会員
※会員以外で参加希望の方はこの機会にご入会願います

3,000円　プレー費及び食事代等は各自ご負担とします

平成30年７月９日（月）　　　　　　　　　　　先着24名定　　員

会津若松支部 健康づくりゴルフ大会

８ 2018年5・6月号社会保険



編集発行／（一財）福島県社会保険協会　〒960-8041 福島市大町5ｰ2  千代田生命福島ビル4F　TEL.024ｰ525ｰ9311
印　　　刷／（株）日進堂印刷所　　　発行年月日／平成30年5月21日

記事提供／日本年金機構・全国健康保険協会福島支部

[方言クイズ]B（昨日はよっぱら寝でだ）
[福島検定クイズ1]B（火力発電所の煙突）　　[福島検定クイズ2]C

ふくしま 魅力 再発見！ふくしま 魅力 再発見！
ゴジラ生みの親、円谷英二の夢は飛行機乗り。
後年ふるさとに福島空港ができた。

相馬市の百尺観音は、まだ完成していない
製作途上の観音様である。

方言クイズ
「よっぱら」の意味は?
A 飲み過ぎる　B いっぱい
C 四つんばい

福島検定クイズ 1
広野町にはあるジャンルで県内一
高い建造物がある。それは何?
A 灯台　B 煙突　C 工場

福島検定クイズ 2
福島大学は、あるものがない珍しい大学。
それは何?
A 学生食堂　B 図書館　C 校歌

答え

No.28大好き !
ふくしま

協会けんぽ福島支部
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脱水・熱中症に
ご注意を !

０５７０－０５－１１６５

梅雨の今こそ気をつけて !
気温や湿気が高いこの時期、体温調節機能がうまく働かなくなり、熱中症にかかる人が
多くなります。どんな病気かを知って対策し、この時期を元気に過ごしましょう。

脱水の予防は血管病の予防にもなる !
脱水は血管に負担のかかる状態です。特に高血圧
などで動脈硬化が進行している人は，脳卒中や心
筋梗塞を起こす可能性があります。日頃から水分
を上手に摂取し、脱水を防ぎ、血管病を予防しま
しょう。

知っていますか? 熱中症のこんな症状
汗を大量にかきすぎると脱水状態になり、めまいや立ちくらみなどの初期症状を起こし
ます。「もしかすると熱中症かも ?」と思った時は、早めの対応が大切です。まず次のこと
を確認しましょう。
1. 意識があるか ?
2. 水分を飲めるか ?
この２つが大丈夫なら、応急手当で
回復が見込めます。
２つともダメな時は、迷わず救急車を呼びましょう。

・涼しい場所へ移動
・体を冷やす
　( エアコン・うちわなど )
・水分補給を行う

熱中症の応急手当

①起床時　②運動の前後
③入浴の前後　④就寝前

水分補給は水分が失われやすい
次のタイミングで…

6・7月のねんきん出張相談

年金事務所で年金の予約相談を実施しています
予約のお申込みは「ねんきんダイヤル」へ！

※喜多方市の出張相談会場が４月から変更になります。
※各会場は、電話による時間予約制で実施しています。
※ご予約は「予約受付先」（年金事務所）へご連絡ください。
※日程が変更することもありますので、事前の連絡を必ずお願いします。

※月曜日が祝日の場
合は、翌日以降の
開所日初日に18時
までお受付します。

【共通の注意点】
１．どちらも予約相談日の１ヶ月前から前日まで受付しています。
２．どちらもお申込みの際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご
準備のうえ電話をおかけください。

３．相談においでの際には、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証と
いった、本人であることを確認できるものを２つ以上、ご持参ください。

４．本人以外の方が相談される場合には、本人からの委任状とお越しになる方の
　身分証明書（運転免許証等）および本人の印鑑が必要となります。

事務所
名

開設日
6月 7月

予約受付先

0246-
23-5611

0242-
27-5321

0244-
36-5172

出張相談会場

会津
若松

喜多方プラザ 14日（木）12日（木）

南会津町
御蔵入交流館 28日（木）26日（木）

13日（水）
27日（水）

11日（水）
25日（水）

平 いわき市役所
勿来支所 ２7日（水）25日（水）

相馬 南相馬市役所

月曜日 8:30～18:00
火～金曜日 8:30～16:00
第二土曜日 9:30～15:00

予約相談の実施時間帯
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